
 　 　 　                  

       令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 か ら 交 番 ・ 駐 在 所 で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 

● ｢手 話 リ ン ク と は ｣・ ・ ・ 聴 覚 障 が い 者 の 方 が 手 話 オ ペ レ ー タ ー を

 　 通 じ て 警 察 署 職 員 と や り と り が で き ま す 。

● 利 用 方 法 ・ ・ ・ 不 在 の 交 番 、 駐 在 所 の 入 口 に 、 手 話 通 話 オ ペ レ ー

 　 タ ー に つ な が る Ｑ Ｒ コ ー ド を 提 示 し て い ま す 。

                                    （ 県 内 の 全 交 番 ・ 駐 在 所 ）

 

       玄 関 ド ア に Ｑ Ｒ コ ー ド を 掲 示

 

 

 

 

 

 

 

 　 ： 交 番 駐 在 所 に 警 察 官 が い る 場 合 は 筆 談 等 で 対 応 し ま す注 意 、 、 。

 　 　 　 手 話 リ ン ク が 利 用 で き る の は 、 警 察 官 が 不 在 時 の み で す 。  
 

 ● 利 用 手 順

 　 ① Ｑ Ｒ コ ー ド 読 み 取 り

 ↓

 　 ② 重 要 事 項 へ の 同 意

 ↓

 　 ③ 手 話 通 訳 呼 出

 ↓

 　 ④ 手 話 通 訳 へ 接 続

                  ↓

 　 ⑤ 三 者 通 話 開 始
 　

Ώ

Ώ　　　事前登録、通話料なしで利用で
Ώ　 きます。

Ώ     通訳オペレーターには、秘密保
Ώ   守義務があります。

Ώ     安心してお話下さい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年５月　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田 県 警察

交番・駐在所における「手話リンク」の運用について

１　運用開始日
　　令和７年12月22日(月)

２　運用する施設
　  県内の全交番・駐在所
　　（48交番、95駐在所、２空港派出所）

３　運用要領
　　不在の交番・駐在所の入口に、手話通話オペレータに　　
　つながるＱＲコードを掲示しています。
　　スマートフォンなどを使ってＱＲコードを読み込み、　
　電話していただくと手話通訳オペレータに通話がつなが　　　
　ります。
　　手話通話オペレータから、事前に登録済みの警察署に　
　連絡していただき、手話通訳オペレータを介して警察官
　と三者通話することができます。

４　留意事項
　　交番・駐在所に警察官がいる場合は、筆談等で対応し
　ます。　　　
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